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租
税
過
誤
納
金
返
還
問
題
と
公
法
上
の
原
状
回
復
請
求
権

太

田

照

美

は
じ
め
に

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
違
法
な
課
税
処
分
に
基
因
す
る
過
誤
納
金
返
還
問
題
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
地
方
税
法
一
八
条
の
三

第
一
項
に
、
還
付
請
求
権
は
そ
の
行
使
可
能
日
か
ら
五
年
間
行
使
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
効
に
よ
り
消
滅
す
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
た

め
、
立
法
的
に
は
一
応
解
決
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
）
1
（

。
し
か
し
、
五
年
を
超
え
た
場
合
ま
っ
た
く
国
民
に
救
済
を
与
え
ず
返
還
を
認
め

な
い
こ
と
は
正
義
に
反
す
る
。
ま
た
過
誤
納
が
違
法
な
処
分
を
前
提
と
す
る
と
き
に
は
法
治
主
義
に
反
す
る
。
さ
ら
に
広
い
意
味
で
基
本
的

人
権
と
し
て
の
財
産
権
の
侵
害
に
も
該
当
し
よ
う
。

そ
こ
で
さ
ま
ざ
ま
な
救
済
理
論
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
違
法
な
処
分
が
あ
り
、
そ
れ
が
故
意
・
過
失
に
基
づ
い
て
い
れ
ば
、
国
家
賠

償
法
一
条
に
よ
っ
て
損
害
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
説
が
あ
る
。
ま
た
、
課
税
処
分
が
無
効
と
さ
れ
れ
ば
法
律
上
の
原
因
を
欠

く
と
し
て
民
法
七
〇
三
条
に
基
づ
く
不
当
利
得
返
還
請
求
が
で
き
る
と
す
る
説
も
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
自
治
体
の
中
に
は
地
方
自
治
法
二
四
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二
条
の
二
に
よ
る
寄
付
ま
た
は
補
助
金
と
し
て
過
誤
納
金
を
返
還
す
る
理
論
を
編
み
出
し
て
い
る
。
他
に
は
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ

ろ
う
か
。

そ
こ
で
私
は
、
ド
イ
ツ
の
理
論
に
着
目
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
ド
イ
ツ
の
場
合
、
権
利
救
済
に
は
欠
缺
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
の

で
、
わ
が
国
の
過
誤
納
問
題
に
た
い
し
て
、
損
害
賠
償
や
不
当
利
得
以
外
に
も
救
済
手
段
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
あ
る
と
す
れ
ば
い
か
な
る

救
済
手
段
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
わ
が
国
と
同
じ
よ
う
に
損
害
賠
償
は
違
法
で
か
つ
故
意
・
過
失
を
要
求

し
、
不
当
利
得
は
法
律
上
原
因
な
く
し
て
生
じ
る
財
産
的
不
利
益
の
調
整
の
理
論
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
欠
缺
し
て
い
る
救
済
は
、
故
意
・

過
失
が
な
く
、
い
わ
ば
無
過
失
で
、
一
応
法
律
上
原
因
の
あ
る
場
合
の
救
済
で
あ
る
）
2
（

。
ま
さ
し
く
、
こ
の
欠
缺
を
満
た
す
理
論
が
公
法
上
の

原
状
回
復
請
求
権
と
し
て
の
結
果
除
去
請
求
権
（Folgenbeseitigungsanspruch

）
の
学
説
・
判
例
、
す
な
わ
ち
、
無
過
失
責
任
に
よ
る
理

論
で
あ
る
。
こ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
違
法
だ
が
無
過
失
の
行
政
に
よ
り
権
利
利
益
が
侵
害
さ
れ
た
と
き
、
違
法
な
結
果
を
除
去
し
て
、
適
法

な
行
政
が
な
さ
れ
て
お
れ
ば
元
々
存
在
し
て
い
た
状
態
の
原
状
回
復
（
金
銭
の
場
合
に
は
返
還
）
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
公
法
上

の
結
果
除
去
請
求
権
の
理
論
は
わ
が
国
で
は
ま
だ
ほ
と
ん
ど
深
く
は
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。
け
れ
ど
も
ド
イ
ツ
の
原
状
回
復
請
求
権
と
し
て

の
結
果
除
去
請
求
権
を
過
誤
納
金
返
還
に
適
用
で
き
れ
ば
、
損
害
賠
償
、
不
当
利
得
お
よ
び
寄
付
な
い
し
補
助
金
と
並
び
、
一
定
の
救
済
を

欠
缺
な
く
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
ド
イ
ツ
の
場
合
、
一
般
的
に
は
そ
の
ほ
か
に
も
救
済
理
論
が
あ
る
。
た
と
え
ば
結
果
除
去
負
担
（Folgenbeseitigungslast

）
に

よ
る
解
決
手
段
ま
た
は
理
論
が
存
在
す
る
）
3
（

。
結
果
除
去
負
担
と
い
う
の
は
、
行
政
の
裁
量
を
前
提
に
し
な
が
ら
、
違
法
な
行
政
に
基
因
す
る

損
害
の
状
態
を
除
去
す
る
負
担
を
行
政
に
負
わ
せ
る
理
論
で
あ
る
。
五
年
間
の
時
効
期
間
が
過
ぎ
れ
ば
本
来
は
返
還
請
求
権
は
消
滅
す
る
。

そ
の
後
は
課
税
処
分
の
取
消
も
返
還
も
行
政
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
違
法
な
状
態
を
除
去
す
る
負
担
（
裁
量
拘
束
す
な
わ
ち
返

還
）
が
行
政
に
課
せ
ら
れ
る
と
す
る
の
が
こ
の
理
論
で
は
な
か
ろ
う
か
。



租税過誤納金返還問題と公法上の原状回復請求権

3 （ 3 ）

さ
ら
に
ド
イ
ツ
で
は
基
本
権
の
統
合
理
論
が
説
か
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
基
本
権
が
侵
害
さ
れ
よ
う
と
す
れ
ば
不
作
為
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
、
も
し
侵
害
さ
れ
れ
ば
違
法
な
結
果
除
去
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
結
果
除
去
が
不
可
能
な
場
合
に
は
（
収
用
類
似
な
い
し
犠
牲

類
似
の
侵
害
か
ら
の
）
結
果
補
償
請
求
権
（Folgenentschaedigungsanspruch

）
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
）
4
（

。
こ
の
最
後
の
理

論
（
補
償
）
に
注
目
す
れ
ば
、
わ
が
国
の
場
合
、
返
還
を
寄
付
・
補
助
金
に
よ
る
自
治
体
も
あ
る
が
、
も
し
ド
イ
ツ
に
お
け
る
補
償
の
な
か

に
損
失
補
償
も
含
む
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
れ
ば
、
補
助
金
も
公
益
の
た
め
で
あ
る
し
、
わ
が
国
で
行
わ
れ
て
い
る
補
助
金
と
し
て
過
誤
納

金
返
還
を
す
る
こ
と
も
、
広
い
意
味
で
損
失
補
償
と
し
て
の
補
償
と
考
え
れ
ば
、
補
助
金
に
よ
る
救
済
説
も
あ
な
が
ち
頭
ご
な
し
に
否
定
す

る
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
）
5
（

。

し
か
し
本
稿
で
は
、
違
法
な
処
分
に
基
因
す
る
過
誤
納
金
の
返
還
は
、
た
と
え
地
方
税
法
上
の
五
年
の
時
効
期
間
が
過
ぎ
た
と
し
て
も
、

損
害
賠
償
、
不
当
利
得
お
よ
び
寄
付
・
補
助
金
に
よ
る
救
済
の
ほ
か
に
、
国
民
に
ド
イ
ツ
で
は
確
固
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
結
果
除
去
請

求
権
に
よ
る
救
済
も
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
次
第
で
あ
る
。
こ
の
権
利
を
わ
が
国
の
過
誤
納
金
の
返
還
に
応
用
で
き
な
い
か
に

つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

註（
１
）
五
年
が
経
過
す
る
と
、
通
常
、
還
付
請
求
権
は
絶
対
的
に
消
滅
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
藤
谷
武
史
「
生
保
年
金
二
重
課
税
最
判
の
租
税
手
続

法
上
の
イ
ン
パ
ク
ト

―
源
泉
徴
収
・
還
付
を
中
心
に
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
一
〇
号
（
二
〇
一
〇
年
）
三
五
頁
（
注
二
一
）
参
照
。

（
２
）
も
っ
と
も
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、「
公
権
力
の
行
使
が
違
法
・
無
過
失
で
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
現
行
法
上
は
、
過
失
の
客
観
化
、
過
失

の
推
定
等
が
い
わ
ば
対
症
療
法
で
あ
る
と
い
え
よ
う
」「
し
か
し
、
こ
れ
を
超
え
て
、
現
行
法
が
過
失
を
明
示
的
に
要
件
と
し
て
い
る
以
上
、
一
般

的
に
過
失
の
概
念
を
正
面
か
ら
否
定
す
る
こ
と
は
解
釈
論
と
し
て
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
個
別
の
対
応
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
制
定
法

と
し
て
も
手
当
を
し
て
い
る
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
塩
野
宏
『
行
政
法
Ⅱ
・
行
政
救
済
法
﹇
第
四
版
﹈』（
有
斐

閣
、
二
〇
〇
五
年
）
三
四
八
頁
参
照
。
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（
３
）
太
田
照
美
『
ド
イ
ツ
に
お
け
る
公
法
上
の
結
果
除
去
請
求
権
の
研
究
』（
有
信
堂
高
文
社
、
二
〇
〇
八
年
）
六
頁
参
照
。

（
４
）
太
田
・
前
掲
書
六
頁
参
照
。
な
お
、
こ
こ
で
収
用
類
似
と
い
う
の
は
、
本
来
の
収
用
は
財
産
権
へ
の
侵
害
が
適
法
に
行
わ
れ
る
場
合
を
前
提
と
す

る
が
、
そ
れ
が
違
法
に
行
わ
れ
た
場
合
を
対
象
と
す
る
。
犠
牲
類
似
と
い
う
の
は
、
健
康
や
名
誉
な
ど
の
非
物
質
的
な
法
益
に
対
す
る
侵
害
を
対
象

と
す
る
（
太
田
・
前
掲
書
三
四
頁
〈
注
二
一
〉）。
こ
れ
を
過
誤
納
金
に
つ
い
て
み
る
に
、
違
法
だ
が
収
用
類
似
と
み
て
そ
れ
に
対
す
る
補
償
を
可
能

に
す
る
の
で
あ
る
。

（
５
）
五
年
間
の
時
効
期
間
の
過
ぎ
た
過
誤
納
金
に
つ
い
て
、
収
用
類
似
な
い
し
犠
牲
類
似
の
侵
害
と
み
て
、
そ
れ
に
対
し
て
結
果
補
償
と
し
て
損
失
補

償
を
認
め
る
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
場
合
、
公
益
が
根
底
に
存
す
る
。
こ
の
損
失
補
償
を
別
の
角
度
か
ら
補
助
金
で
補
助
す
る
こ

と
も
あ
な
が
ち
荒
唐
無
稽
な
理
論
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
技
巧
的
す
ぎ
る
と
の
批
判
は
あ
り
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
一
章

過
誤
納
金
と
そ
の
返
還

―
問
題
の
所
在

こ
の
問
題
に
関
し
て
、
村
田
輝
夫
教
授
に
よ
る
緻
密
な
考
察
）
6
（

が
あ
る
の
で
、
以
下
同
教
授
に
よ
る
分
析
に
基
づ
い
て
問
題
の
所
在
を
紹
介

し
て
み
た
い
。

一

時
効
期
間
経
過
後
の
救
済
問
題

租
税
の
徴
収
に
あ
た
り
不
当
な
課
税
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
通
常
は
、
国
税
ま
た
は
地
方
税
な
ど
当
該
法
律
の
規
定
に
基
づ
い
て
還
付

請
求
な
ど
所
定
の
手
続
き
を
行
え
ば
納
税
者
は
納
め
す
ぎ
た
税
金
の
還
付
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
（
国
税
通
則
法
五
六
条
以
下
、
地
方

税
法
一
七
条
以
下
等
）。
そ
し
て
、
過
誤
納
に
伴
う
還
付
加
算
金
の
請
求
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
過
誤
納
金
の
還
付
請
求
権
は
、

例
え
ば
地
方
税
法
で
あ
れ
ば
、
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
た
と
き
は
時
効
に
よ
り
消
滅
す
る
と
い
う
規
定
が
お
か

れ
て
い
る
（
地
方
税
法
一
八
条
の
三
）
7
（

）。
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そ
う
す
る
と
、
五
年
を
超
え
る
過
誤
納
付
に
つ
い
て
は
税
法
上
は
救
済
措
置
が
と
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
行
政
側
の
ミ
ス
に
よ
る
課
税
処

分
な
ど
の
ケ
ー
ス
で
は
、
納
税
者
が
一
方
的
に
被
害
を
被
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
救
済
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
結
論
の
不
当

で
あ
る
こ
と
は
一
見
自
明
で
あ
る
が
、
で
は
、
ど
の
よ
う
な
法
的
根
拠
に
基
づ
い
て
行
政
側
が
納
税
者
に
過
誤
納
金
の
返
還
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
の
だ
ろ
う
か
が
問
題
と
さ
れ
る
）
8
（

。

こ
の
よ
う
な
事
案
は
近
年
増
え
て
お
り
、
申
告
納
税
に
お
け
る
紛
争
（
所
得
税
、
法
人
税
等
）
を
除
く
と
、
特
に
、
固
定
資
産
税
・
都
市

計
画
税
の
誤
徴
収
事
件
が
目
立
つ
。
申
告
納
税
で
は
な
く
賦
課
課
税
に
よ
る
も
の
だ
け
に
納
税
者
が
誤
徴
収
に
気
づ
か
な
い
こ
と
も
多
い
と

い
う
。
各
地
の
自
治
体
が
、
固
定
資
産
税
の
納
税
通
知
書
に
、
納
税
者
の
便
宜
の
た
め
に
、
法
律
上
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

課
税
資
産
の
内
訳
明
細
書
を
添
付
し
始
め
た
こ
と
で
、
誤
徴
収
の
実
態
が
表
面
化
し
た
と
も
い
わ
れ
る
）
9
（

。

二

還
付
金
等
の
意
義

こ
こ
で
還
付
金
等
の
意
義
に
つ
い
て
概
念
的
に
整
理
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
谷
口
勢
津
夫
教
授
に
よ
る
的
確
な
解
説
が

あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
納
税
義
務
は
、
納
付
す
べ
き
税
額
の
納
付
（
源
泉
徴
収
、
滞
納
処
分
等
に
基
づ
く
場
合
を
含
む
）
に
よ
っ
て
消
滅

す
る
が
、
そ
の
納
付
が
原
始
的
に
過
大
で
あ
っ
た
場
合
、
ま
た
は
後
発
的
に
過
大
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
国
ま
た
は
地
方
団
体
は
、
そ
の
過

大
な
税
額
を
一
種
の
不
当
利
得
と
し
て
納
税
者
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
返
還
を
還
付
と
い
う
。
還
付
の
対
象
と
な
る
過
大
な

税
額
に
は
、
①
還
付
金
、
②
過
納
金
お
よ
び
③
誤
納
金
が
あ
り
、
②
と
③
を
合
わ
せ
て
過
誤
納
金
と
い
う
。
国
税
通
則
法
は
、
還
付
金
と
国

税
に
係
る
過
誤
納
金
を
合
わ
せ
て
還
付
金
等
と
呼
び
（
五
六
条
一
項
）、
地
方
税
法
は
過
誤
納
金
の
み
を
規
定
し
て
い
る
（
一
七
条
）
10
（

）。

ま
ず
、
①
還
付
金
と
は
、
当
該
租
税
の
納
付
そ
れ
自
体
は
適
法
に
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
納
付
に
係
る
税
額
が
、
後
に
税
額
計
算
規
定
の
適

用
に
よ
り
、
結
果
と
し
て
過
大
に
な
さ
れ
た
場
合
に
、
返
還
さ
れ
る
べ
き
税
額
に
相
当
す
る
金
額
を
い
う
。
還
付
金
は
、
例
え
ば
、
所
得
税
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の
源
泉
徴
収
税
額
ま
た
は
予
定
納
税
額
が
確
定
申
告
税
額
を
超
え
る
場
合
（
所
税
一
三
八
条
一
項
、
一
三
九
条
一
項
）
等
に
発
生
す
る
）
11
（

。

次
に
②
過
納
金
と
は
、
誤
っ
た
申
告
や
課
税
処
分
に
基
づ
く
納
付
を
し
た
場
合
の
過
大
納
付
分
の
よ
う
に
、
納
税
義
務
の
誤
っ
た
確
定
に

基
づ
く
納
付
で
あ
る
が
故
に
、
当
該
租
税
の
納
付
そ
れ
自
体
が
、
不
適
法
な
も
の
で
あ
っ
た
場
合
に
、
返
還
さ
れ
る
ベ
き
税
額
に
相
当
す
る

金
額
を
い
う
。
納
税
義
務
の
確
定
は
違
法
で
あ
る
が
有
効
で
あ
る
の
で
、
税
務
官
庁
は
、
過
納
金
の
存
在
を
認
め
、
そ
の
還
付
を
行
う
た
め

に
は
、
そ
の
納
税
義
務
の
確
定
を
、
職
権
で
、
ま
た
は
裁
決
・
判
決
等
も
し
く
は
更
正
の
請
求
を
受
け
て
、
更
正
決
定
等
に
よ
り
、
取
り
消

し
、
ま
た
は
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
）
12
（

。

さ
ら
に
③
誤
納
金
と
は
、
当
該
租
税
の
納
付
そ
れ
自
体
が
不
適
法
な
も
の
で
あ
っ
た
場
合
に
返
還
さ
れ
る
べ
き
税
額
に
相
当
す
る
金
額
の

う
ち
、
過
納
金
と
は
異
な
り
、
納
税
義
務
の
誤
っ
た
確
定
に
基
づ
い
て
生
ず
る
も
の
で
な
い
も
の
を
い
う
。
誤
納
金
の
例
と
し
て
は
、
確
定

申
告
税
額
を
超
え
る
税
額
を
誤
っ
て
納
付
し
た
場
合
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
ほ
か
、
無
効
な
納
税
申
告
や
無
効
な
課
税
処
分
に
係
る
税
額
を
納

付
し
た
場
合
の
そ
の
税
額
に
相
当
す
る
金
額
も
、
誤
納
金
に
該
当
す
る
）
13
（

。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
谷
口
教
授
の
解
説
の
う
ち
、
②
の
過
納
金
を
主
と
し
て
扱
う
こ
と
に
な
る
。

三

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
時
効
期
間
を
超
え
た
過
誤
納
金
返
還
の
理
論

さ
て
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
時
効
期
間
を
超
え
た
過
誤
納
金
返
還
問
題
に
つ
い
て
、
返
還
根
拠
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
大
別
し
て

三
つ
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
は
、
国
家
賠
償
法
一
条
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
と
し
て
返
還
を
要
求
で
き
る
と
す
る
説
、
第
二
は
、
不
当
利

得
に
よ
り
返
還
請
求
で
き
る
と
す
る
説
、
お
よ
び
第
三
は
、
寄
付
・
補
助
に
よ
り
返
還
す
る
説
で
あ
る
。
し
か
し
本
稿
は
、
こ
れ
ま
で
わ
が

国
で
は
ほ
と
ん
ど
誰
も
主
張
し
て
い
な
い
理
論
的
根
拠
と
し
て
、
原
状
回
復
請
求
権
（
結
果
除
去
請
求
権
）
の
提
唱
に
よ
る
救
済
理
論
に
基

づ
い
て
、
過
誤
納
金
返
還
を
要
求
で
き
る
と
主
張
し
た
い
。
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そ
こ
で
ま
ず
、
従
来
よ
り
提
起
さ
れ
て
き
た
根
拠
と
し
て
の
第
一
の
損
害
賠
償
説
と
第
二
の
損
失
補
償
説
を
中
心
に
紹
介
し
て
み
た
い
。

註（
６
）
村
田
輝
夫
「
租
税
過
誤
納
金
返
還
問
題
に
お
け
る
民
事
責
任
論

―
不
当
利
得
な
い
し
国
家
賠
償
の
成
否
を
中
心
に

―
」（
人
文
社
会
論
叢
・

社
会
科
学
編
一
一
、
二
〇
〇
四
年
）
四
七
頁
以
下
参
照
。

（
７
）
村
田
・
前
掲
四
七
頁
参
照
。

（
８
）
村
田
・
前
掲
四
七
頁
参
照
。

（
９
）
村
田
・
前
掲
四
七
頁
参
照
。

（
10
）
谷
口
勢
津
夫
『
税
法
基
本
講
義
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
〇
年
初
版
）
九
八
頁
参
照
。

（
11
）
谷
口
・
前
掲
書
九
九
頁
参
照
。

（
12
）
谷
口
・
前
掲
書
九
九
頁
参
照
。

（
13
）
谷
口
・
前
掲
書
九
九
頁
参
照
。

第
二
章

国
家
賠
償
法
に
よ
る
返
還

一

損
害
賠
償
責
任

ま
ず
、
故
意
・
過
失
あ
る
い
は
職
務
上
の
義
務
違
反
が
あ
れ
ば
、
不
法
行
為
責
任
す
な
わ
ち
損
害
賠
償
責
任
の
問
題
と
な
り
う
る
。
し
た

が
っ
て
国
家
賠
償
法
一
条
に
よ
り
責
任
を
追
及
で
き
る
。
け
れ
ど
も
過
失
が
な
け
れ
ば
責
任
を
追
及
で
き
な
い
。
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二

国
家
賠
償
責
任
の
要
件

国
家
賠
償
法
第
一
条
第
一
項
は
、「
国
又
は
公
共
団
体
の
公
権
力
の
行
使
に
当
る
公
務
員
が
、
そ
の
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
、
故
意
又
は

過
失
に
よ
っ
て
違
法
に
他
人
に
損
害
を
加
え
た
と
き
は
、
国
又
は
公
共
団
体
が
、
こ
れ
を
賠
償
す
る
責
に
任
ず
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
納

税
者
の
固
定
資
産
税
等
過
誤
納
金
返
還
請
求
に
、
国
家
賠
償
法
第
一
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
う
る
の
だ
ろ
う
か
）
14
（

。

ま
ず
、
国
家
賠
償
法
上
の
請
求
権
行
使
に
あ
た
っ
て
は
、
以
下
の
要
件
が
必
要
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
国
ま
た
は
公
共
団
体
の
公
権

力
の
行
使
に
当
た
る
公
務
員
の
行
為
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
②
そ
の
行
為
が
「
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
」
な
さ
れ
た
こ
と
。
さ
ら
に
③
公
務
員

に
故
意
ま
た
は
過
失
が
あ
る
こ
と
。
お
よ
び
④
違
法
な
加
害
行
為
が
あ
る
こ
と
。
な
ら
び
に
⑤
加
害
行
為
に
よ
り
損
害
が
生
じ
た
こ
と
）
15
（

等
で

あ
る
。

さ
て
、
課
税
誤
り
の
場
合
、
①
②
及
び
④
は
問
題
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
加
害
公
務
員
の
「
故
意
・
過
失
」
と
、
損
害
が
生
じ
て
い

る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
過
失
に
つ
い
て
は
、
村
田
教
授
に
よ
れ
ば
、
重
大
な
過
失
と
評
価
で
き
る
か
ど
う
か
は
問
題
と
し
て
も
、
少
な
く

と
も
過
失
は
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
）
16
（

。
し
か
し
理
論
的
に
は
、
違
法
だ
が
過
失
な
し
と
さ
れ
る
場
合
も
あ

り
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
⑤
の
損
害
に
つ
い
て
、
取
消
訴
訟
出
訴
期
間
の
経
過
後
に
、
実
体
法
上
過
大
な
金
額
を
損
害
と
し
て
国
家
賠
償
を
認
め
る
こ
と
は
、

実
質
的
に
取
消
訴
訟
制
度
の
趣
旨
を
没
却
さ
せ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
か
ら
許
さ
れ
な
い
と
解
す
る
余
地
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
）
17
（

。
し
か
し

最
高
裁
判
決
（
平
二
二
・
六
・
三
民
集
六
四
巻
四
号
一
〇
一
〇
頁
）
18
（

）
は
、
た
と
え
固
定
資
産
の
価
格
の
決
定
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
固
定
資
産

税
等
の
賦
課
決
定
に
無
効
事
由
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
公
務
員
が
納
税
者
に
対
す
る
職
務
上
の
法
的
義
務
に
違
背
し
て
当
該

固
定
資
産
の
価
格
等
を
過
大
に
決
定
し
た
と
き
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
損
害
を
被
っ
た
当
該
納
税
者
は
、
地
方
税
法
四
三
二
条
一
項
本
文
に
基

づ
く
審
査
の
申
出
及
び
同
法
四
三
四
条
一
項
に
基
づ
く
取
消
訴
訟
等
の
手
続
を
経
る
ま
で
も
な
く
、
国
家
賠
償
請
求
を
行
い
得
る
と
し
、
原
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判
決
を
破
棄
し
、
差
し
戻
し
た
。
こ
の
よ
う
に
⑤
の
損
害
要
件
に
関
し
て
も
、
過
誤
納
金
相
当
額
を
も
っ
て
損
害
額
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と

が
で
き
よ
う
）
19
（

。

以
上
の
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
課
税
誤
り
と
い
う
違
法
行
為
に
よ
り
、
国
家
賠
償
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
賠
償
責
任
の
要
件
は
充

足
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
）
20
（

。

三

損
害
賠
償
請
求
期
間

損
害
賠
償
請
求
の
法
律
構
成
に
よ
れ
ば
、
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
い
て
の
消
滅
時
効
期
間
の
定
め
に
よ
り
（
国
賠
四
、

民
七
二
四
）、
過
誤
納
を
し
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
か
ら
三
年
以
内
に
請
求
す
れ
ば
、
最
長
で
二
〇
年
前
の
誤
納
分
か
ら
の
損
害
の
賠
償
が

受
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

四

阿
部
教
授
の
提
言

な
お
又
、
阿
部
泰
隆
教
授
は
、
法
政
策
と
し
て
、
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
を
納
税
者
か
ら
提
起
し
て
も
ら
い
、
一
括
し
て
和
解
に
持
ち
込
む

こ
と
を
提
案
さ
れ
て
い
る
）
21
（

。

註（
14
）
村
田
・
前
掲
五
四
頁
参
照
。

（
15
）
村
田
・
前
掲
五
四
頁
参
照
。

（
16
）
村
田
・
前
掲
五
四
頁
参
照
。

（
17
）
村
田
・
前
掲
五
四
頁
参
照
。
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（
18
）
判
例
時
報
二
〇
八
三
号
七
一
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
三
二
六
号
九
九
頁
。

（
19
）
村
田
・
前
掲
五
四
頁
〜
五
五
頁
参
照
。

（
20
）
村
田
・
前
掲
五
四
頁
〜
五
五
頁
参
照
。

（
21
）
阿
部
泰
隆
『
政
策
法
務
か
ら
の
提
言
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
七
年
）
二
〇
二
頁
。

第
三
章

不
当
利
得
に
よ
る
救
済

一

法
律
上
の
原
因
が
な
い
か
ど
う
か

次
に
、
過
誤
納
金
返
還
は
民
法
七
〇
三
条
の
不
当
利
得
返
還
の
問
題
と
も
理
解
で
き
る
。
し
か
し
法
律
上
原
因
な
く
し
て
不
当
な
利
得
と

な
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
一
応
租
税
賦
課
処
分
に
基
づ
い
て
徴
収
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
公
定
力
の
理
論
に
よ
り
、
権
限
あ
る
国
家

機
関
に
よ
り
処
分
が
取
消
さ
れ
る
ま
で
は
課
税
処
分
も
有
効
な
も
の
と
し
て
み
な
さ
れ
る
と
す
る
の
が
伝
統
的
な
理
解
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
村
田
教
授
に
よ
れ
ば
、
不
当
利
得
と
の
関
係
で
は
、｢

過
納
金｣

は
、
過
大
申
告
ま
た
は
課
税
処
分
等
の
税
額
確
定
行
為
も

し
く
は
違
法
な
徴
収
処
分
に
基
づ
き
発
生
し
た
場
合
に
は
、
違
法
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
当
該
行
為
が
取
り
消
さ
れ
て
公
定
力
が
排
除
さ
れ

る
ま
で
は
、
有
効
な
納
付
・
徴
収
で
あ
っ
て
、
法
律
上
の
原
因
を
欠
く
こ
と
に
は
な
ら
な
い
（
判
例
・
通
説
）
の
で
、
不
当
利
得
に
基
づ
く

返
還
請
求
権
は
成
立
し
な
い
と
さ
れ
る
）
22
（

。

他
方
、｢

誤
納
金｣

は
、
そ
の
納
付
・
徴
収
の
時
点
に
お
い
て
、
実
体
法
的
に
も
手
続
法
的
に
も
法
律
上
の
原
因
を
欠
く
も
の
で
あ
る
か

ら
、
所
定
の
還
付
申
告
手
続
を
経
て
、
直
ち
に
そ
の
還
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
さ
れ
る
）
23
（

。
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二

歴
史
的
考
察

村
田
教
授
に
よ
れ
ば
、
戦
前
か
ら
、
違
法
な
課
税
処
分
に
よ
る
過
誤
納
金
が
不
当
利
得
に
当
た
る
か
が
争
点
に
な
っ
て
お
り
、
戦
後
の
一

時
期
ま
で
は
、
行
政
上
の
手
続
き
に
不
備
が
あ
っ
た
た
め
、
や
む
を
得
ず
裁
判
所
は
不
当
利
得
の
法
理
を
用
い
て
返
還
請
求
を
認
容
し
て
い

た
と
さ
れ
る
）
24
（

。
し
か
し
違
法
な
課
税
処
分
に
よ
る
誤
徴
収
を
返
還
す
る
制
度
が
準
備
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
制
度
に
よ
る
救
済
（「
還

付
請
求
」
制
度
な
ど
）
が
図
ら
れ
れ
ば
そ
れ
を
不
当
利
得
と
し
て
私
法
上
の
請
求
権
と
し
て
構
成
す
る
メ
リ
ッ
ト
は
減
少
す
る
）
25
（

。
と
こ
ろ
が

制
度
的
救
済
に
は
往
々
に
し
て
「
期
間
制
限
」
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
地
方
税
法
一
八
条
の
三
は
、
還
付
金
請
求
権
は
「
そ
の
請

求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
日
か
ら
五
年
経
過
し
た
と
き
は
、
時
効
に
よ
り
消
滅
す
る
」
と
規
定
し
て
お
り
、
民
事
の
債
権
に
対
す
る
消
滅
時

効
期
間
一
〇
年
と
比
べ
る
と
、
期
間
も
半
分
で
あ
る
し
、
時
効
の
起
算
点
も
「
そ
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
日
」
で
あ
り
、
客
観
的
に

過
誤
納
と
な
っ
た
時
点
か
ら
時
効
が
進
行
す
る
か
ら
、
過
誤
納
を
し
て
し
ま
っ
た
納
税
者
の
保
護
に
欠
け
る
き
ら
い
が
あ
る
と
さ
れ
る
）
26
（

。

そ
こ
で
、
村
田
教
授
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
大
阪
地
判
（
昭
一
一
・
三
・
三
〇
新
聞
三
九
九
四
号
五
頁
）
は
、｢

行
政
行
為
の
重
大
な
る

瑕
疵
が
客
観
的
に
明
白
な
る
場
合
に
於
て
は
当
該
行
政
行
為
は
取
消
を
要
せ
ず
し
て
当
然
無
効
な
り
と
認
む
る
を
相
当
と
す
然
ら
ば
当
然
無

効
の
行
政
行
為
に
基
く
被
告
の
金
員
取
得
は
法
律
上
の
原
因
を
欠
き
（
中
略
）
不
当
に
利
得
し
た
る
も
の
な
れ
ば
被
告
は
原
告
に
対
し
之
が

返
還
す
べ
き
義
務
あ
る
こ
と
勿
論
な
り｣

と
判
示
し
た
と
さ
れ
る
）
27
（

。
こ
の
よ
う
に
行
政
行
為
が
無
効
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
取
消

を
抗
告
訴
訟
等
に
お
い
て
主
張
す
る
ま
で
も
な
く
、
不
当
利
得
返
還
請
求
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
判
例
も
認
め
て
い
た
の
で
あ
っ

た
）
28
（

。戦
後
に
至
っ
て
も
、
租
税
課
税
処
分
が
違
法
で
あ
り
無
効
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
同
様
の
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
特
に
、
戦

後
税
制
な
ど
の
制
度
変
更
等
が
な
さ
れ
、
違
法
な
行
政
行
為
に
対
す
る
救
済
が
不
備
で
あ
っ
た
時
代
に
は
、
不
当
利
得
返
還
請
求
を
認
め
る

判
例
の
立
場
は
立
法
の
不
備
を
補
う
も
の
と
し
て
、
一
般
に
、
学
説
の
承
認
を
得
て
い
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
）
29
（

。
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村
田
教
授
に
よ
れ
ば
、
近
年
で
も
裁
判
例
で
固
定
資
産
税
の
賦
課
処
分
を
違
法
と
し
、
不
当
利
得
返
還
請
求
を
否
定
し
な
か
っ
た
事
案
と

し
て
大
阪
高
判
（
平
三
・
五
・
三
一
）
30
（

）
が
あ
る
。
本
事
案
は
、
現
況
が
畑
で
あ
る
土
地
を
雑
種
地
と
認
定
し
て
固
定
資
産
税
を
賦
課
し
た
違

法
な
処
分
で
あ
っ
た
。
判
旨
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
重
大
か
つ
明
白
な
瑕
疵
が
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
民
法
上
の
不
当
利
得
の
返
還

請
求
は
許
さ
れ
る
こ
と
、
及
び
、
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
登
録
事
項
に
関
す
る
不
服
に
つ
い
て
、
地
方
税
法
上
、
特
別
の
不
服
申
立
手
続
が

用
意
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
市
町
村
長
の
認
定
に
重
大
か
つ
明
白
な
誤
り
が
あ
り
課
税
処
分
自
体
が
無
効
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場

合
に
は
、
一
般
の
正
義
公
平
の
原
則
に
基
づ
き
、
一
般
法
た
る
民
法
の
不
当
利
得
と
し
て
返
還
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
判
断
を
示

し
た
と
さ
れ
る
）
31
（

。

三

最
高
裁
と
不
当
利
得

と
こ
ろ
で
最
高
裁
（
最
判
昭
四
九
・
三
・
八
民
集
二
八
巻
二
号
一
八
六
頁
）
32
（

）
は
、
過
誤
納
金
返
還
の
問
題
で
は
な
い
が
、
後
発
的
事
由
に

よ
る
不
当
利
得
が
問
題
と
な
っ
た
事
件
に
お
い
て
、
直
接
に
行
政
行
為
の
無
効
の
理
論
に
基
づ
く
こ
と
な
く
、
す
な
わ
ち
「
後
発
的
な
貸
し

倒
れ
に
よ
り
、
遡
っ
て
当
然
に
違
法
、
無
効
と
な
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
、「
効
力
の
主
張
制
限
と
い
う
処
理
方
を
呈
示
」
し
、
か
つ

「『
正
義
公
平
の
原
則
』
に
反
す
る
限
度
で
課
税
庁
ま
た
は
国
は
『﹇
本
件
﹈
課
税
処
分
の
効
力
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
』
と
し
、
こ

の
意
味
に
お
い
て
本
件
課
税
処
分
は
『
法
律
上
の
原
因
た
り
え
な
い
』」
と
解
し
て
不
当
利
得
を
認
め
た
の
で
あ
る
）
33
（

。

四

地
方
税
法
第
一
八
条
の
三
と
還
付
請
求
権
の
性
質

地
方
税
法
第
一
八
条
の
三
に
よ
る
「
地
方
団
体
の
徴
収
金
の
過
誤
納
付
に
よ
り
生
ず
る
地
方
団
体
に
対
す
る
請
求
権
及
び
こ
の
法
律
の
規

定
に
よ
る
還
付
金
に
係
る
地
方
団
体
に
対
す
る
請
求
権
」
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
含
ま
れ
得
よ
う
。
た
と
え
ば
、
法
律
上
の
原
因
な
く
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し
て
地
方
団
体
が
不
当
に
利
得
し
て
い
る
金
員
を
納
税
者
に
返
還
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
も
あ
り
得
よ
う
）
34
（

。
そ
の
場
合
に
は
民
法
上

の
不
当
利
得
返
還
請
求
を
な
し
得
る
。
し
か
し
無
効
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
瑕
疵
が
「
客
観
的
に
明
白
で
、
課
税
庁
に
格
別
の
認
定
判
断
権

を
留
保
す
る
合
理
的
必
要
性
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
」
す
な
わ
ち
課
税
処
分
の
効
力
を
主
張
で
き
な
い
ほ
ど
の
正
義
公
平
原
則
も
当
て

嵌
ま
ら
な
い
場
合
に
は
、
不
当
利
得
は
成
立
し
な
い
。
し
か
し
た
と
え
そ
の
よ
う
な
場
合
（
不
当
利
得
が
成
立
し
な
い
）
で
あ
っ
て
も
、
地

方
税
法
第
一
八
条
の
三
に
よ
り
還
付
請
求
権
は
五
年
の
時
効
期
間
内
で
あ
れ
ば
行
使
で
き
る
。
さ
ら
に
は
、
課
税
処
分
は
取
消
さ
れ
た
け
れ

ど
も
、
国
家
賠
償
請
求
は
認
め
ら
れ
な
い
場
合
も
還
付
請
求
権
自
体
は
同
条
の
な
か
に
理
論
的
に
は
含
ま
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
違
法
な
課

税
処
分
等
に
よ
る
過
誤
納
の
場
合
、
国
家
賠
償
請
求
で
き
ず
ま
た
不
当
利
得
と
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
同
条
に
よ
り
五
年
以
内
に
返

還
を
請
求
で
き
る
と
解
し
た
い
。
問
題
は
そ
の
時
効
期
間
を
超
え
た
場
合
の
救
済
方
法
で
あ
ろ
う
。

五

不
当
利
得
返
還
請
求
権
と
時
効

な
お
、
民
法
の
不
当
利
得
返
還
請
求
権
と
み
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
時
効
期
間
は
一
〇
年
と
さ
れ
う
る
。

と
こ
ろ
で
、
最
高
裁
（
最
判
平
一
九･

二･

六
民
集
六
一
巻
一
号
一
二
二
頁
）
35
（

）
に
よ
れ
ば
、
過
誤
納
金
返
還
の
問
題
で
は
な
い
が
、
時
効

の
問
題
に
関
し
て
、
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
等
に
基
づ
き
健
康
管
理
手
当
の
支
給
認
定
を
受
け
た
被
爆
者
が
、
出

国
に
伴
い
支
給
を
打
ち
切
ら
れ
た
健
康
管
理
手
当
の
支
払
を
求
め
る
訴
訟
に
お
い
て
、
被
告
た
る
地
方
自
治
体
が
地
方
自
治
法
二
三
六
条
所

定
の
五
年
の
消
滅
時
効
を
主
張
し
た
事
例
に
お
い
て
、
普
通
地
方
公
共
団
体
が
、
法
令
遵
守
義
務
に
違
反
し
、
既
に
具
体
的
な
権
利
と
し
て

発
生
し
て
い
る
国
民
の
重
要
な
権
利
の
行
使
を
積
極
的
に
妨
げ
る
よ
う
な
一
方
的
か
つ
統
一
的
な
取
扱
い
を
し
、
そ
の
行
使
を
著
し
く
困
難

に
さ
せ
た
結
果
、
こ
れ
を
消
滅
時
効
に
か
か
ら
せ
た
と
い
う
極
め
て
例
外
的
な
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
時
効

の
主
張
（
地
方
自
治
法
二
三
六
条
所
定
の
消
滅
時
効
）
は
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
判
決
も
、
法
定
の
時
効
期
間
が
過
ぎ
て
も
請
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求
が
で
き
る
旨
を
認
め
る
重
要
判
例
で
あ
ろ
う
。

註（
22
）
村
田
・
前
掲
五
〇
頁
参
照
。

（
23
）
村
田
・
前
掲
五
〇
頁
参
照
。

（
24
）
村
田
・
前
掲
五
〇
頁
参
照
。

（
25
）
村
田
・
前
掲
五
〇
頁
参
照
。

（
26
）
村
田
・
前
掲
五
〇
頁
参
照
。

（
27
）
村
田
・
前
掲
五
一
頁
参
照
。

（
28
）
村
田
・
前
掲
五
一
頁
参
照
。

（
29
）
村
田
・
前
掲
五
一
頁
参
照
。

（
30
）
判
例
時
報
一
〇
〇
四
号
一
五
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
七
二
号
一
七
四
頁
。

（
31
）
村
田
・
前
掲
五
二
頁
参
照
。

（
32
）
判
例
時
報
七
三
八
号
六
二
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
〇
九
号
二
五
五
頁
。

（
33
）
森
田
寛
二
「
行
政
上
の
不
当
利
得
」
行
政
判
例
百
選
Ⅰ
（
第
五
版
）
七
六
頁
以
下
参
照
。

（
34
）
村
田
教
授
は
、
地
方
税
法
第
一
八
条
の
三
に
よ
る
還
付
請
求
権
は
法
律
上
の
原
因
な
く
し
て
地
方
団
体
が
不
当
に
利
得
し
て
い
る
金
員
を
納
税
者

に
返
還
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
と
さ
れ
て
い
る
が
（
前
掲
五
三
頁
参
照
）、
同
条
は
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
内
容
を
含
む
も
の
と
と

ら
え
た
い
。

（
35
）
判
例
時
報
一
九
六
四
号
三
〇
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二
三
七
号
一
六
四
頁
参
照
。
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第
四
章

公
法
上
の
原
状
回
復
請
求
権
（
結
果
除
去
請
求
権
）
に
よ
る
救
済

一

公
法
上
の
原
状
回
復
請
求
権
（
結
果
除
去
請
求
権
）
の
意
義

ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
公
法
上
の
原
状
回
復
請
求
権
ま
た
は
公
法
上
の
結
果
除
去
請
求
権
と
は
、
違
法
で
は
あ
る
が
有
責
で
は
な
い
（
故

意
・
過
失
が
な
い
）
行
政
作
用
に
よ
り
国
民
が
不
利
益
を
被
っ
た
と
き
、
も
し
適
法
な
行
政
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
過
去
に
お
い
て
元
々
存
在

し
て
い
た
状
態
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
る
権
利
で
あ
る
）
36
（

。

ド
イ
ツ
で
結
果
除
去
請
求
権
が
議
論
さ
れ
続
け
る
最
大
の
要
因
の
一
つ
に
は
、
ド
イ
ツ
で
は
国
家
責
任
の
分
野
に
お
い
て
欠
缺
が
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
違
法
で
は
あ
る
が
有
責
で
は
な
い
行
政
作
用
に
対
し
て
、
国
家
が
ど
の
よ
う
な
責
任
を
と
る
の
か
に
つ
い

て
一
般
的
な
法
の
定
め
は
存
在
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
学
説
・
判
例
に
よ
り
そ
の
欠
缺
を
埋
め
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
登
場
し
た
の

が
結
果
除
去
請
求
権
で
あ
る
）
37
（

。

し
か
し
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
行
政
法
学
上
お
よ
び
憲
法
学
上
、
原
状
回
復
請
求
権
と
し
て
の
結
果
除
去
請
求
権
に
関
す
る
一
般
的
な
法

制
度
や
法
理
論
は
い
ま
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
い
）
38
（

。

し
か
る
に
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
公
法
上
の
結
果
除
去
請
求
権
に
と
ど
ま
ら
ず
、
社
会
法
の
分
野
に
お
い
て
も
、
特
に
連
邦
社
会
裁
判

所
（
Ｂ
Ｓ
Ｇ
）
は
、
回
復
請
求
権
（H

erstellungsanspruch
）
な
い
し
実
現
請
求
権
）
39
（

と
し
て
、
違
法
だ
が
有
責
で
は
な
い
国
家
行
為
に
対

し
て
、
原
状
回
復
請
求
権
と
も
い
え
る
権
利
を
大
胆
に
構
築
し
つ
つ
あ
る
）
40
（

。

他
方
、
結
果
除
去
請
求
権
の
議
論
は
憲
法
の
基
本
権
論
と
も
不
可
分
に
か
か
わ
り
あ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
で
は
い
わ
ゆ
る

統
合
的
基
本
権
論
（Integritaet des G

rundrechts

）
が
説
か
れ
て
お
り
、
侵
害
に
対
し
て
は
防
禦
権
（A

bw
ehrrecht

）、
侵
害
の
後
は

結
果
除
去
請
求
権
、
結
果
除
去
請
求
権
で
駄
目
な
ら
、（
収
用
類
似
な
い
し
犠
牲
類
似
の
侵
害
か
ら
の
）
結
果
補
償
請
求
権
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（Folgenentschaedigungsanspruch

）
に
よ
る
救
済
と
い
う
よ
う
に
、
基
本
権
は
様
々
に
変
化
し
う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
一
言

で
い
え
ば
ド
イ
ツ
の
基
本
権
は
よ
り
強
く
武
装
さ
れ
て
き
て
い
る
）
41
（

。

二

結
果
除
去
請
求
権
の
意
義

結
果
除
去
請
求
権
は
、
連
邦
行
政
裁
判
所
（B

Verw
G

）
に
よ
れ
ば
、
高
権
的
な
侵
害
が
違
法
な
状
態
を
引
き
起
こ
し
、
そ
の
原
状
回
復

（W
iederherstellung

）
が
事
実
上
及
び
法
的
に
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
高
権
主
体
に
と
っ
て
期
待
可
能
で
あ
る
と
き
に
生
じ
る
も
の
で
あ

る
）
42
（

。（
１
）
高
権
的
侵
害

ま
ず
、
除
去
さ
れ
る
べ
き
不
法
な
も
の
か
ら
受
け
る
重
圧
（
不
法
な
負
担
＝U

nrechtslast

）
は
、
高
権
的
な
侵
害
（hoheitlicher 

E
ingriff

）
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
高
権
的
な
措
置
と
し
て
は
、
行
政
行
為
の
み
な
ら
ず
、
事
実
行
為
も
ま
た
考
慮

f

さ
れ
る
）
43
（

。

（
２
）
保
護
さ
れ
て
い
る
法
的
地
位
の
侵
害

次
に
、
侵
害
は
、
保
護
さ
れ
た
法
的
地
位
の
毀
損
（B

eeintraechtigung

）
へ
と
至
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
44
（

。
こ
こ
で
、
主
と
し
て
自
由

権
的
基
本
権
の
中
に
結
果
除
去
請
求
権
を
根
拠
づ
け
る
際
に
は
、
そ
の
適
用
領
域
は
、
基
本
権
の
保
護
領
域
に
拡
大
さ
れ
る
）
45
（

。
と
も
か
く
あ

ら
ゆ
る
主
観
的
な
法
的
地
位
を
、
原
則
と
し
て
結
果
除
去
請
求
権
の
中
へ
組
み
入
れ
る
こ
と
は
、
今
日
の
ド
イ
ツ
の
通
説
と
な
っ
て
い
る
）
46
（

。

（
３
）
違
法
な
状
態

さ
ら
に
、
高
権
的
侵
害
は
、
違
法
な
状
態
を
引
き
起
こ
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
結
果
除
去
請
求
権
に
対
す
る
決
定
的
な
手
懸
か
り

と
な
る
点
は
、
高
権
的
主
体
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
違
法
な
状
態
で
あ
る
。
し
か
し
高
権
的
活
動
の
違
法
性
が
決
定
的
な
の
で
は
な
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く
、
高
権
的
に
引
き
起
こ
さ
れ
る
違
法
な
不
法
負
担
（U

nrechtslast

）
こ
そ
決
定
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
）
47
（

。

（
４
）
不
法
の
除
去
（U

nrechtsbeseitigung

）
の
可
能
性

さ
ら
に
、
結
果
除
去
請
求
権
は
、
不
法
の
除
去
そ
の
も
の
の
可
能
性
を
前
提
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
も
と
も
と
あ
っ
た
状
態
と
し
て
の

status quo ante
を
再
現
す
る
こ
と
が
事
実
上
ま
た
は
法
的
に
不
可
能
で
あ
る
場
合
は
、
結
果
除
去
請
求
権
は
成
立
し
な
い
）
48
（

。

（
５
）
期
待
可
能
性
（Zum

utbarkeit

）

元
々
あ
っ
た
状
態
の
回
復
（
原
状
回
復
）
は
、
義
務
づ
け
ら
れ
る
法
主
体
（
地
方
団
体
）
に
と
っ
て
期
待
可
能
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
）
49
（

。
（
６
）
許
容
さ
れ
な
い
権
利
の
行
使
で
な
い
こ
と

結
果
除
去
請
求
権
は
、
そ
の
貫
徹
が
、
許
容
さ
れ
な
い
権
利
行
使
と
し
て
現
わ
れ
る
よ
う
な
と
き
に
は
、
成
立
し
な
い
）
50
（

。

（
７
）
寄
与
過
失
（M

itverschulden

）

通
説
に
よ
れ
ば
、
当
事
者
の
寄
与
過
失
は
、
一
般
的
な
法
原
理
の
刻
印
と
し
て
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
五
四
条
に
よ
り
、
結
果
除
去
請
求
権
の
枠
内

に
お
い
て
も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
）
51
（

。

（
８
）
時
効
（Verjaehrung

）

従
来
は
、
ど
の
よ
う
な
要
件
の
下
で
公
法
上
の
結
果
除
去
請
求
権
が
時
効
に
か
か
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
判
例
に
お
い
て

も
学
説
に
お
い
て
も
ほ
と
ん
ど
深
く
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
）
52
（

。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
で
は
、
フ
ラ
ン
ツ
が
、
こ

れ
ま
で
の
通
説
で
当
初
と
ら
れ
て
い
た
構
想
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
従
来
の
考
え
方
を
批
判
的
に
考
察
し
、
か
つ
二
〇
〇
二
年
一
月
一
日
施

行
の
新
時
効
規
定
を
考
察
し
な
が
ら
新
た
な
視
点
を
提
起
し
て
い
る
）
53
（

。
結
論
的
に
は
、
彼
は
、
こ
れ
ま
で
の
結
果
除
去
請
求
権
の
原
則
と
し

て
の
時
効
不
可
能
性
を
拒
否
し
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
五
二
条
一
項
に
よ
り
権
利
侵
害
を
知
っ
て
か
ら
三
年
、
な
ら
び
に
高
権
的
侵
害
が
あ
っ
て
か
ら
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三
〇
年
と
い
う
時
効
期
間
を
提
起
す
る
。
さ
ら
に
二
〇
〇
二
年
一
月
一
日
か
ら
は
、
結
果
除
去
請
求
権
の
時
効
に
つ
い
て
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
九

五
条
、
一
九
九
条
三
項
に
し
た
が
っ
て
主
張
さ
れ
る
と
す
る
）
54
（

。

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
も
し
過
誤
納
金
返
還
に
原
状
回
復
請
求
権
を
適
用
で
き
る
と
し
て
、
民
法
の
時
効
規
定
を
参
考
に
す
る
と
し
た

ら
、
債
権
の
一
〇
年
間
の
消
滅
時
効
を
定
め
る
一
六
七
条
、
不
法
行
為
の
損
害
賠
償
の
消
滅
時
効
を
定
め
る
七
二
四
条
が
手
が
か
り
と
な
ろ

う
。
民
法
七
二
四
条
の
場
合
、
不
法
行
為
を
知
っ
た
と
き
か
ら
三
年
間
、
不
法
行
為
の
と
き
か
ら
二
〇
年
間
と
さ
れ
て
い
る
。

三

結
果
除
去
請
求
権
と
公
法
上
の
不
当
利
得
返
還
請
求
権
（Erstattungsanspruch

）
と
の
相
違

も
と
も
と
結
果
除
去
請
求
権
は
公
法
上
の
不
当
利
得
返
還
請
求
権
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
発
展
し
て
き
た
。
両
者
が
結
び
つ
く
箇
所
は
行
政

行
為
の
取
消
な
い
し
消
滅
の
場
合
で
あ
る
。
行
政
行
為
の
中
に
あ
っ
た
給
付
に
対
す
る
法
的
根
拠
が
欠
落
す
れ
ば
、
官
庁
は
獲
得
し
た
も
の

を
返
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
不
当
利
得
返
還
で
あ
る
。
他
方
結
果
除
去
請
求
権
も
、
法
的
根
拠
が
欠
落
し
た
行
政
行
為
の
結
果

（Folge

）
を
除
去
す
る
た
め
に
、
返
却
に
向
け
て
提
起
さ
れ
る
。
か
く
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
公
法
上
の
不
当
利
得
返
還
請
求
権
と

公
法
上
の
結
果
除
去
請
求
権
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
性
質
を
有
す
る
請
求
権
と
し
て
認
知
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
法
制
度
と
の
間
に

は
、
請
求
権
競
合
の
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
）
55
（

。

と
こ
ろ
で
、
ゼ
ー
ン
教
授
（Soehn

）
に
よ
れ
ば
、
行
政
法
上
の
不
当
利
得
返
還
請
求
権
は
、
結
果
除
去
請
求
権
と
並
ぶ
独
立
の
責
任
制

度
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
ゼ
ー
ン
教
授
は
さ
ら
に
、
租
税
法
の
分
野
に
お
い
て
、
不
当
に
賦
課
さ
れ
た
租
税
の
返
還
請
求
権

を
、
一
般
的
な
結
果
除
去
請
求
権
の
一
部
、
す
な
わ
ち
執
行
の
結
果
除
去
請
求
権
と
し
て
性
格
づ
け
て
い
る
。
違
法
に
な
さ
れ
た
租
税
賦
課

や
他
の
金
銭
給
付
の
返
還
を
結
果
除
去
請
求
権
に
位
置
づ
け
る
決
定
的
な
根
拠
は
、
返
還
の
前
に
瑕
疵
あ
る
給
付
命
令
の
取
消
が
必
要
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
不
当
利
得
返
還
請
求
権
の
原
則
と
は
関
係
の
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
私
見
に
よ
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れ
ば
不
当
利
得
返
還
請
求
権
の
場
合
に
は
、
も
と
も
と
無
効
の
よ
う
に
法
律
上
原
因
な
く
し
て
金
銭
給
付
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
一
般
的

に
は
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
限
り
で
過
誤
納
金
返
還
は
結
果
除
去
請
求
権
へ
整
序
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
）
56
（

。

四

結
果
除
去
請
求
権
と
損
害
賠
償
請
求
と
の
違
い

公
法
上
の
原
状
回
復
請
求
権
（
結
果
除
去
請
求
権
）
と
は
、
元
通
り
の
状
態
の
回
復
を
求
め
る
権
利
の
こ
と
で
あ
る
。
違
法
な
結
果
を
除

去
し
て
、
文
字
通
り
元
通
り
の
状
態
の
回
復
を
求
め
る
の
で
あ
っ
て
、
損
害
賠
償
請
求
の
よ
う
に
、
も
し
違
法
な
行
為
が
な
か
っ
た
ら
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
状
態
の
回
復
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
（
し
た
が
っ
て
結
果
除
去
請
求
権
は
短
縮
さ
れ
た
原
状
回
復
請
求
権
と
さ
れ
る
）
57
（

）。
し

か
し
損
害
賠
償
請
求
の
よ
う
に
職
務
上
の
義
務
違
反
や
故
意
・
過
失
を
要
求
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
有
責
と
は
さ
れ
ず
、
無
過
失
で
あ
っ
て

も
、
国
家
に
対
し
て
原
状
回
復
責
任
を
追
及
で
き
る
長
所
が
あ
る
。

五

原
状
回
復
請
求
権
と
過
誤
納
金
返
還

さ
て
公
法
上
の
原
状
回
復
請
求
権
（
結
果
除
去
請
求
権
）
は
ド
イ
ツ
で
発
展
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
今
日
の
ド
イ
ツ
で
は
既
に
学

説
・
判
例
上
確
固
と
し
て
慣
習
法
上
の
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
権
利
は
、
憲
法
上
の
人
権
の
効
力
と
し
て

認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
憲
法
上
の
人
権
の
効
力
と
し
て
認
め
ら
れ
う
る
の
で
あ
れ
ば
、
法
律
に
優
先
す
る
。
地
方
税
法
上
の
五
年

の
時
効
期
間
を
超
え
て
も
、
過
誤
納
金
の
返
還
を
要
求
で
き
る
余
地
有
り
と
考
え
た
い
。

す
な
わ
ち
、
た
し
か
に
過
誤
納
金
（
返
還
も
含
め
て
）
は
租
税
法
律
関
係
の
中
に
含
ま
れ
る
。
そ
う
な
ら
ば
、
法
律
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
の
で
、
五
年
の
時
効
期
間
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
原
則
と
し
て
は
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
し
か
し
過
誤
納
金
は
租
税
法
律
関
係

に
入
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
派
生
的
な
法
律
関
係
と
し
て
捉
え
ら
れ
う
る
）
58
（

。
そ
う
す
る
と
、
過
誤
納
金
は
租
税
法
律
関
係
の
な
か
で
も
特
殊
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な
扱
い
を
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
法
律
の
規
定
で
あ
る
地
方
税
法
の
枠
を
超
え
た
法
理
を
認
め
て
も
い
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

時
効
期
間
を
過
ぎ
て
も
救
済
を
図
る
考
え
方
と
し
て
、
損
害
賠
償
に
よ
る
救
済
説
も
、
不
当
利
得
に
よ
る
救
済
説
も
、
い
わ
ば
特
殊
な
取

り
扱
い
と
し
て
の
救
済
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
前
者
は
故
意
・
過
失
を
前
提
と
し
、
不
当
利
得
は
無
効
な
行
政
行
為
を
前
提
と
し
て
い
る
。
し

か
し
、
単
な
る
違
法
で
、
し
か
も
故
意
・
過
失
の
な
い
場
合
（
無
過
失
）
に
は
、
救
済
に
欠
缺
が
生
じ
る
。
こ
の
救
済
に
お
け
る
欠
缺
を
補

う
の
が
公
法
上
の
原
状
回
復
請
求
権
ま
た
は
結
果
除
去
請
求
権
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
原
状
回
復
請
求
権
に
よ
る
過
誤
納
金
の
返
還

理
論
は
、
け
っ
し
て
損
害
賠
償
に
よ
る
救
済
や
不
当
利
得
に
よ
る
救
済
を
誤
り
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
救
済
制
度
の
欠
缺
を
埋
め
る
意
義

が
あ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

六

公
法
上
の
原
状
回
復
請
求
権
の
法
的
根
拠

（
１
）
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
公
法
上
の
原
状
回
復
請
求
権
を
認
め
る
個
々
の
法
律
が
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
よ
く
例
に
出
さ
れ
る
法
律

と
し
て
行
政
裁
判
所
法
一
一
三
条
一
項
二
文
、
三
文
が
あ
る
。
こ
の
規
定
に
よ
れ
ば
裁
判
所
は
、
行
政
行
為
を
取
消
す
が
、
既
に
執
行
さ
れ

て
い
る
と
き
に
は
、
結
果
除
去
を
直
接
に
判
決
で
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
は
、
結
果
除
去
請
求
権

そ
れ
自
体
は
、
行
政
裁
判
所
法
一
一
三
条
一
項
二
文
、
三
文
に
お
い
て
は
規
律
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
こ
の
規
定
は
、
実
体

法
上
の
根
拠
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
結
果
除
去
請
求
権
を
前
提
と
し
て
い
る
）
59
（

。
行
政
裁
判
所
法
一
一
三
条
一
項
二
文
、
三
文
に
よ
っ
て
は
、

も
っ
ぱ
ら
訴
訟
的
な
主
張
が
、
特
定
の
場
合
に
簡
略
化
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
）
60
（

。

（
２
）
公
法
上
の
原
状
回
復
請
求
権
の
法
的
根
拠
は
、
通
説
と
し
て
は
三
段
階
論
、
す
な
わ
ち
第
一
段
階
と
し
て
正
義
、
第
二
段
階
と
し

て
法
治
主
義
理
論
お
よ
び
第
三
段
階
と
し
て
基
本
権
論
に
基
づ
い
て
構
築
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
過
誤
納
金
返
還
に
あ
て
は
め
て
み
る
と
、
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第
一
段
階
と
し
て
、
時
効
期
間
が
過
ぎ
て
し
ま
え
ば
過
誤
納
金
を
国
民
に
返
還
し
な
い
こ
と
は
正
義
に
反
す
る
。
ま
た
第
二
段
階
と
し
て
、

違
法
な
課
税
処
分
は
法
治
主
義
原
理
か
ら
み
て
違
反
で
あ
る
。
さ
ら
に
基
本
権
侵
害
に
対
し
て
、
第
三
段
階
と
し
て
基
本
権
の
効
力
か
ら
、

原
状
回
復
と
し
て
違
法
な
結
果
の
除
去
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
原
状
回
復
が
不
可
能
で
あ
れ
ば
結
果
補

償
請
求
権
（Folgenentschaedigungsanspruch

）
が
与
え
ら
れ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
）
61
（

。

し
た
が
っ
て
重
要
な
点
は
、
公
法
上
の
原
状
回
復
請
求
権
は
、
憲
法
上
の
基
本
権
の
効
力
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
憲
法
上
の
効
力
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
憲
法
上
の
効
力
を
も
つ
公
法
上
の
結
果
除
去
請
求
権
を
わ
が
国
の
過
誤
納
金
返
還
に
適
用
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
ド
イ
ツ
で

は
実
際
に
も
前
述
の
よ
う
に
、
違
法
な
課
税
処
分
に
よ
り
損
害
を
被
っ
た
と
き
、
こ
の
結
果
除
去
請
求
権
の
適
用
を
認
め
救
済
を
考
え
る
学

説
が
あ
る
）
62
（

。
も
し
こ
の
権
利
を
わ
が
国
に
も
適
用
で
き
れ
ば
、
自
治
体
の
過
誤
納
金
返
還
問
題
も
欠
缺
な
く
解
決
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

七

法
律
に
よ
る
還
付
請
求
権
の
時
効
期
間
の
問
題

（
１
）
こ
れ
に
つ
い
て
、
税
法
上
の
時
効
の
問
題
が
あ
る
。
五
年
で
債
権
（
還
付
請
求
権
）
が
消
滅
す
る
と
の
法
律
上
の
規
定
が
あ
る

（
地
方
税
法
第
一
八
条
の
三
）。
こ
の
た
め
五
年
よ
り
も
遡
っ
て
地
方
団
体
に
対
し
て
返
還
を
請
求
で
き
る
の
か
ど
う
か
。

け
れ
ど
も
、
前
述
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
の
結
果
除
去
請
求
権
な
い
し
原
状
回
復
請
求
権
は
憲
法
上
の
人
権
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
も
の
で

あ
る
。
法
律
よ
り
も
上
位
の
公
法
上
の
権
利
と
し
て
結
果
除
去
請
求
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
律
上
の
五
年
の
時
効
期
間

よ
り
も
遡
っ
て
返
還
し
て
も
、
公
法
上
の
結
果
除
去
請
求
権
が
一
定
の
要
件
の
も
と
で
成
立
し
て
い
る
場
合
に
は
、
た
と
え
時
効
期
間
を
超

え
て
返
還
し
て
も
、
た
だ
ち
に
そ
れ
が
違
法
と
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
も
過
誤
納
金
の
法
律
関
係
は
派
生
的
な
法
律
関
係
と

さ
れ
う
る
の
で
、
法
律
の
時
効
期
間
を
超
え
て
も
違
法
と
す
べ
き
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
地
方
税
法
の
時
効
に
関
す
る
規
定
も
、
憲



22（ 22 ）

法
に
適
合
す
る
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
時
効
期
間
を
す
ぎ
て
も
過
誤
納
金
の
返
還
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
か

ろ
う
か
。

（
２
）
以
上
の
こ
と
は
、
国
の
場
合
と
の
比
較
に
よ
っ
て
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
国
に
お
い
て
は
、
国
税
に
関
し
、
法
律
の
規

定
に
基
づ
い
て
還
付
請
求
な
ど
所
定
の
手
続
き
を
行
え
ば
納
税
者
は
納
め
す
ぎ
た
税
金
の
還
付
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
（
国
税
通
則
法

五
六
条
以
下
）。
こ
の
規
定
は
原
状
回
復
請
求
権
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
考
え
て
も
よ
い
。
し
か
し
五
年
の
時
効
期
間
を
超
え
た
場
合
救
済

で
き
な
い
の
か
ど
う
か
。

（
３
）
新
た
な
最
高
裁
判
所
判
決

と
こ
ろ
が
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
際
、
現
在
新
た
な
事
態
が
生
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
先
般
、
遺
族
が
年
金
と
し
て
受
給
す
る
生
命
保

険
金
の
う
ち
、
相
続
税
の
課
税
対
象
と
な
っ
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
の
課
税
対
象
と
な
ら
な
い
と
す
る
最
高
裁
判
所
判
決
（
平
二
二
・

七
・
六
）
63
（

）
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
最
高
裁
判
決
に
よ
り
、
所
得
税
法
の
規
定
か
ら
遊
離
し
た
か
た
ち
で
相
続
税
と
所
得
税
の
二
重
課
税
を
容
認

し
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
課
税
実
務
は
、
大
幅
な
修
正
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
所
得
税
と
相
続
税
の
基
本
的
な
関
係
を
再
度
検
証
し
た

上
で
、
必
要
と
な
る
法
律
上
の
手
当
て
を
行
う
こ
と
が
急
務
と
な
っ
た
）
64
（

。

（
４
）
国
の
反
応

こ
の
最
高
裁
判
決
を
受
け
、
国
は
、
平
成
二
二
年
七
月
七
日
付
け
で
①
こ
れ
ま
で
の
法
令
解
釈
を
変
更
し
、
過
去
五
年
分
の
過
払
い
所
得

税
に
つ
い
て
は
、
更
正
の
請
求
を
経
て
減
額
更
正
を
行
う
こ
と
、
②
五
年
を
超
え
る
部
分
の
救
済
に
つ
い
て
は
、
制
度
上
の
対
応
を
し
て
い

く
こ
と
、
③
生
保
年
金
以
外
の
相
続
し
た
金
融
商
品
で
、
今
回
の
判
決
を
踏
ま
え
て
改
善
を
要
す
る
点
に
つ
い
て
は
政
府
税
調
の
中
で
議
論

を
し
て
い
く
こ
と
な
ど
を
公
表
し
た
）
65
（

。
ま
た
、
平
成
二
二
年
一
〇
月
一
日
付
け
で
、
五
年
を
超
え
る
部
分
の
救
済
と
し
て
、
平
成
一
二
年
分

以
降
の
保
険
年
金
に
係
る
所
得
税
に
つ
い
て
特
別
な
還
付
措
置
を
講
ず
る
方
向
で
検
討
す
る
こ
と
や
、
納
税
者
が
受
け
取
る
各
年
の
保
険
年
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金
の
金
額
を
課
税
部
分
と
非
課
税
部
分
に
振
り
分
け
る
際
の
具
体
的
な
計
算
方
法
な
ど
を
公
表
し
た
（
財
務
省
・
国
税
庁｢

相
続
又
は
贈
与

等
に
係
る
生
命
保
険
契
約
等
に
基
づ
く
年
金
の
税
務
上
の
取
扱
い
の
変
更
等
の
方
向
性
に
つ
い
て
）
66
（

｣

）。

こ
れ
に
よ
り
、
国
は
今
後
、
取
扱
い
を
変
更
し
、
平
成
一
七
年
分
か
ら
平
成
二
一
年
分
の
各
年
分
に
つ
い
て
所
得
税
が
納
め
す
ぎ
と
な
っ

て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
納
め
す
ぎ
と
な
っ
て
い
る
所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
さ
ら
に
平
成
一
六
年
分
以
前
の
所
得
税
の

還
付
に
つ
い
て
対
応
の
方
向
を
発
表
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
所
得
税
の
還
付
請
求
権
等
が
消
滅
し
て
い
る
平
成
一
六
年
分
以
前
の
納
税
分
に
つ

い
て
も
、
可
能
な
限
り
救
済
措
置
を
採
る
こ
と
と
さ
れ
た
）
67
（

。

も
っ
と
も
過
去
五
年
を
超
え
て
救
済
す
る
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
納
税
者
に
と
っ
て
、
救
済
期
間
が
長
い
方
が
望
ま
し
い
こ
と
は
確
か
だ

が
、
現
行
法
で
の
救
済
は
過
去
五
年
以
内
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
特
別
な
救
済
措
置
を
あ
ま
り
長
期
間
に
わ
た
っ
て
遡
ら
せ
る
が
ゆ
え
に
、

証
拠
書
類
の
保
持
・
不
保
持
と
い
っ
た
事
情
に
よ
り
、
か
え
っ
て
納
税
者
の
間
で
の
不
公
平
が
増
す
よ
う
な
こ
と
も
、
税
制
及
び
税
務
に
対

す
る
信
頼
を
確
保
す
る
う
え
で
は
、
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
税
務
署
に
お
け
る
確
定
申
告
書
等
の
保
存
期
間
や
民
法
の
債

権
の
消
滅
時
効
の
期
間
等
を
踏
ま
え
、
平
成
一
二
年
分
以
降
平
成
一
六
年
分
以
前
の
「
保
険
年
金
」
に
係
る
所
得
税
に
つ
い
て
、
特
別
な
還

付
措
置
を
講
ず
る
方
向
で
検
討
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
特
別
な
措
置
に
は
、
法
律
の
手
当
て
が
必
要
な
の
で
、
法
律
案
が
国
会

で
成
立
す
れ
ば
、
そ
の
後
、
一
定
期
間
、
こ
の
特
別
な
還
付
措
置
の
手
続
が
と
れ
る
よ
う
に
す
る
方
向
で
検
討
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
）
68
（

。

こ
の
よ
う
に
国
は
、
国
税
通
則
法
の
還
付
手
続
と
し
て
の
五
年
間
の
時
効
規
定
を
超
え
て
の
救
済
に
つ
い
て
、
特
別
法
の
制
定
を
予
定
し

て
い
る
。
要
す
る
に
現
在
か
ら
一
〇
年
前
（
平
成
一
二
年
度
か
ら
平
成
一
六
年
度
ま
で
）
に
遡
っ
て
救
済
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
救
済

は
当
然
な
が
ら
損
害
賠
償
に
よ
る
救
済
で
も
な
く
、
ま
た
法
律
上
の
原
因
が
な
い
場
合
を
前
提
と
す
る
不
当
利
得
と
も
異
な
る
救
済
、
す
な

わ
ち
ド
イ
ツ
法
で
い
う
原
状
回
復
請
求
権
あ
る
い
は
結
果
除
去
請
求
権
の
問
題
で
あ
る
）
69
（

。
な
ぜ
な
ら
平
成
二
二
年
の
最
高
裁
判
決
に
至
る
ま

で
は
事
件
に
お
け
る
二
重
課
税
も
違
法
と
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
課
税
庁
に
お
け
る
故
意･

過
失
等
の
有
責
性
は
認
め
ら
れ



24（ 24 ）

な
い
。
さ
ら
に
法
律
上
原
因
の
な
い
場
合
と
は
異
な
る
の
で
不
当
利
得
と
も
言
い
難
い
。
こ
の
場
合
、
無
過
失
で
あ
れ
ば
、
違
法
ゆ
え
取
消

さ
れ
て
も
救
済
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
国
の
場
合
特
別
立
法
に
よ
り
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
バ
ッ
ク
グ

ラ
ウ
ン
ド
に
は
憲
法
上
の
原
状
回
復
請
求
権
が
国
民
に
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
問
題
は
、
地
方
税
法
の
場
合
で
あ
る
。
還
付
手
続
は
国
税
通
則
法
と
同
様
に
五
年
間
の
時
効
規
定
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
規

定
も
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
憲
法
上
の
原
状
回
復
請
求
権
が
国
民
に
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
と
考
え
た
い
。
し
か
し
特
別
立
法
の
動

き
は
、
国
の
場
合
と
異
な
り
存
在
し
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
損
害
賠
償
に
よ
る
救
済
の
理
論
、
不
当
利
得
に
よ
る
救
済
の
理
論
あ
る

い
は
補
助
金
に
よ
る
救
済
の
理
論
が
登
場
す
る
。
し
か
し
違
法
だ
が
無
過
失
の
救
済
が
存
在
し
な
い
の
で
、
救
済
に
欠
缺
が
あ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
こ
で
私
は
原
状
回
復
請
求
権
あ
る
い
は
結
果
除
去
請
求
権
に
よ
る
救
済
を
提
案
し
た
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
国
の
場
合
、
特
別
立
法
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
慎
重
論
を
唱
え
る
説
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
な
ぜ
生

保
年
金
に
つ
い
て
の
み
、
特
別
法
で
対
応
す
る
べ
き
な
の
か
、
か
え
っ
て
衡
平
を
害
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
素
朴
な
疑
問
も
呈
し
得

る
」
と
の
批
判
が
あ
る
）
70
（

。
も
っ
と
も
な
意
見
で
あ
る
。
し
か
し
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
憲
法
上
の
原
状
回
復
請
求
権
が
国
民
に
あ
る
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
本
来
は
他
の
分
野
に
お
い
て
も
時
効
期
間
が
過
ぎ
て
も
救
済
で
き
る
理
論
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

り
、
も
し
そ
の
理
論
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
疑
問
も
解
消
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

八

自
然
債
務
と
還
付
請
求
権

な
お
、
五
年
が
経
過
す
る
と
、
法
律
上
は
通
常
、
還
付
請
求
権
は
絶
対
的
に
消
滅
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
民
事
法
で
は
、

消
滅
時
効
に
か
か
っ
た
債
務
を
自
然
債
務
と
と
ら
え
る
見
方
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
の
自
然
債
務
と
し
て
、
地
方
公
共
団
体
に
は
債
務
が

残
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
、
地
方
団
体
が
自
ら
す
す
ん
で
履
行
し
た
場
合
、
す
な
わ
ち
返
還
し
た
場
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合
、
そ
れ
を
有
効
な
履
行
と
み
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
ま
さ
に
こ
の
自
然
債
務
の
見
方
は
、
国
民
の
憲
法
上
の
原
状
回
復
請
求
権

に
対
応
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

註（
36
）
太
田
・
前
掲
書
三
頁
参
照
。

（
37
）
太
田
・
前
掲
書
三
頁
〜
四
頁
参
照
。

（
38
）
太
田
・
前
掲
書
四
頁
参
照
。

（
39
）
一
般
的
に
は
、
回
復
請
求
権
と
称
さ
れ
て
い
る
。

（
40
）
太
田
・
前
掲
書
四
頁
参
照
。
回
復
請
求
権
（H

erstellungsanspruch

）
ま
た
は
実
現
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
前
田
雅
子
「
ド
イ
ツ
社
会
保
障
行

政
に
お
け
る
『
援
助
』
に
関
す
る
一
考
察
（
一
）、（
二
）・
完
」
法
学
論
叢
一
二
九
巻
四
号
（
一
九
九
一
年
）
七
七
頁
以
下
、
同
一
三
〇
巻
二
号

（
一
九
九
二
年
）
八
一
頁
以
下
、
薄
井
一
成
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
社
会
法
上
の
回
復
請
求
権
（
上
）（
中
）（
下
）」
自
治
研
究
七
三
巻
一
二
号
（
一
九

九
七
年
）
八
〇
頁
以
下
、
同
七
四
巻
二
号
（
一
九
九
八
年
）
九
〇
頁
以
下
、
同
四
号
（
一
九
九
八
年
）
七
九
頁
参
照
、
村
上
武
則
『
給
付
行
政
の
理

論
』（
有
信
堂
高
文
社
、
二
〇
〇
二
年
）
三
六
一
頁
以
下
参
照
。

（
41
）
太
田
・
前
掲
書
四
頁
参
照
。

（
42
）
詳
細
に
つ
い
て
は
、
太
田
・
前
掲
書
一
七
頁
参
照
。V

gl. B
Verw

G
E

 94, 100
(103 f.) =

 N
V

w
Z 1994, 275.

（
43
）
太
田
・
前
掲
書
一
七
頁
〜
一
八
頁
参
照
。
租
税
賦
課
処
分
が
存
在
す
る
の
で
こ
の
要
件
は
満
た
さ
れ
て
い
る
。

（
44
）
こ
の
場
合
、
主
観
的
公
権
と
表
現
す
る
説
も
あ
る
。
主
観
的
公
権
は
、
基
本
権
と
、
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
公
権
と
が
あ
る
。

（
45
）
太
田
・
前
掲
書
一
九
頁
参
照
。
租
税
賦
課
処
分
で
あ
る
の
で
財
産
権
ま
た
は
資
産
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
の
で
こ
の
要
件
も
満
た
さ
れ
て
い
る
。

（
46
）

V
gl. Sproll, Staatshaftungsrecht, JuS 1996, H

eft 3, S. 222.

（
47
）
太
田
・
前
掲
書
二
〇
頁
参
照
。
過
誤
納
金
の
場
合
、
ま
さ
し
く
国
民
の
財
産
権
あ
る
い
は
資
産
が
不
法
に
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
態
が
存
在

し
て
い
る
。

（
48
）
太
田
・
前
掲
書
二
一
頁
参
照
。
過
誤
納
金
返
還
に
よ
り
不
法
な
状
態
の
除
去
が
十
分
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
保
管
書
類
が
不
存
在
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
と
き
等
は
原
状
回
復
は
不
可
能
と
い
え
よ
う
か
。
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（
49
）
太
田
・
前
掲
書
二
一
頁
参
照
。
本
稿
に
お
い
て
は
不
当
な
利
得
で
あ
る
ゆ
え
還
付
は
期
待
可
能
で
あ
る
。

（
50
）
太
田
・
前
掲
書
二
一
頁
参
照
。
過
誤
納
金
返
還
で
あ
る
の
で
原
状
回
復
請
求
権
の
行
使
は
も
ち
ろ
ん
許
容
さ
れ
よ
う
。

（
51
）
太
田
・
前
掲
書
二
二
頁
参
照
。
本
稿
に
お
い
て
は
寄
与
過
失
は
一
般
的
に
は
あ
り
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
52
）

V
gl. G

eorg Franz, D
ie Verjaehrung des allgem

einen Folgenbeseitigungsanspruchs, B
ayV

B
l. H

eft 16/2002, S. 485.

（
53
）

V
gl. Franz, a.a.O

., S. 485.

太
田
・
前
掲
書
二
三
頁
参
照
。

（
54
）

V
gl. Franz, a.a.O

., S. 492.

太
田
・
前
掲
書
二
三
頁
参
照
。
二
〇
〇
二
年
一
月
一
日
よ
り
、
ド
イ
ツ
で
は
新
債
務
法
が
施
行
さ
れ
、
時
効
法
に

つ
い
て
、
時
効
期
間
は
も
は
や
三
〇
年
で
は
な
く
、
わ
ず
か
三
年
と
な
っ
た
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
九
五
条
）。
こ
の
三
年
の
一
般
時
効
期
間
は
、
原
則
と

し
て
契
約
上
の
請
求
権
だ
け
で
な
く
、
契
約
以
外
の
請
求
権
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
の
で
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
や
不
当
利

得
返
還
請
求
権
に
も
妥
当
す
る
。
た
だ
し
三
年
の
新
た
な
通
常
の
時
効
期
間
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
時
効
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
を
導
く
わ
け

で
は
な
く
、
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
い
て
は
特
別
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
身
体
、
健
康
又
は
自
由
に
侵
害
を
与
え
た
こ
と

に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
以
外
の
、
そ
の
他
の
損
害
賠
償
請
求
権
は
、
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
か
、
重
大
な
過
失
に
よ
り
知
ら
な
い
か
に
か
か
わ

ら
ず
請
求
権
の
発
生
か
ら
一
〇
年
、
ま
た
請
求
権
の
発
生
、
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
か
、
重
大
な
過
失
に
よ
り
知
ら
な
い
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
行

為
の
と
き
、
義
務
侵
害
の
な
さ
れ
た
と
き
、
又
は
損
害
を
惹
起
す
る
そ
の
他
の
事
情
の
生
じ
た
と
き
か
ら
三
〇
年
で
時
効
に
か
か
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ

一
九
九
条
三
項
）（
マ
ン
フ
レ
ッ
ド
・
レ
ー
ビ
ッ
シ
ュ
／
出
口
雅
久
・
本
間
学
（
共
訳
）「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
新
債
務
法
」（
立
命
館
法
学
三
一
二

号
、
二
〇
〇
七
年
）
一
九
二
頁
〜
一
九
五
頁
参
照
）。

（
55
）
太
田
・
前
掲
書
二
三
九
頁
参
照
。

（
56
）
太
田
・
前
掲
書
二
三
九
頁
参
照
。V

gl. H
artm

ut Soehn, Steuerrechtliche Folgenbeseitigung durch E
rstattung. Zugleich ein B

eitrag 

zum
 Steuerschuldverhaeltnis, M

uenchen, 1973, S. 7–10, 243.

（
57
）
太
田
・
前
掲
書
五
三
頁
参
照
。

（
58
）
谷
口
・
前
掲
書
一
〇
一
頁
参
照
。

（
59
）

V
gl. Sproll, a.a.O

., S. 220.

（
60
）

V
gl. Sproll, a.a.O

., S. 220.

（
61
）
結
果
除
去
請
求
権
の
法
的
根
拠
、
と
り
わ
け
三
段
階
論
に
つ
い
て
は
、
太
田
・
前
掲
書
五
五
頁
以
下
参
照
。
な
お
詳
し
く
は
結
果
除
去
請
求
権
の
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根
拠
と
し
て
は
四
段
階
論
が
説
か
れ
、
よ
り
権
利
の
要
件
・
内
容
を
法
解
釈
と
し
て
確
実
な
も
の
に
す
る
た
め
に
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
〇
四
条
の
類
推
が
あ

げ
ら
れ
る
。
こ
の
四
段
階
論
に
つ
い
て
は
、
太
田
・
前
掲
書
六
五
頁
以
下
参
照
。

（
62
）
太
田
・
前
掲
二
三
九
頁
。V

gl. H
artm

ut Soehn, Steuerrechtliche Folgenbeseitigung durch E
rstattung, M

uenchen, 1973.

（
63
）
判
例
時
報
二
〇
七
九
号
二
〇
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
三
二
四
号
七
八
頁
。

（
64
）
大
石
篤
史
「
生
保
年
金
二
重
課
税
最
高
裁
判
決
の
意
義
と
課
題
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
一
〇
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
一
頁
参
照
。

（
65
）
大
石
・
前
掲
七
頁
参
照
。

（
66
）
大
石
・
前
掲
七
頁
参
照
。

（
67
）
（
平
成
二
二
年
一
〇
月
一
日
）
財
務
省
・
国
税
庁｢

相
続
又
は
贈
与
等
に
係
る
生
命
保
険
契
約
等
に
基
づ
く
年
金
の
税
務
上
の
取
扱
い
の
変
更
等

の
方
向
性
に
つ
い
て｣

（
68
）
（
平
成
二
二
年
一
〇
月
一
日
）
財
務
省
・
国
税
庁
・
前
掲
参
照
。
な
お
、
税
務
署
に
お
い
て
は
、
平
成
一
五
年
分
以
降
の
所
得
税
確
定
申
告
書
等

が
保
存
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。

（
69
）
結
果
除
去
請
求
権
に
よ
る
救
済
は
、
損
害
賠
償
理
論
や
不
当
利
得
に
よ
る
救
済
と
い
う
よ
り
は
、
違
法
な
処
分
に
よ
り
生
じ
た
結
果
と
し
て
の
不

利
益
を
元
の
状
態
に
原
状
回
復
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
国
の
案
で
は
、
平
成
一
二
年
か
ら
平
成
一
六

年
に
遡
っ
て
、
現
在
か
ら
い
え
ば
一
〇
年
前
に
遡
っ
て
原
状
回
復
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
以
上
さ
ら
に
遡
る
の
は
、
公
平
性

や
、
事
実
と
し
て
の
書
類
の
保
管
年
限
等
を
考
慮
す
れ
ば
、
結
果
除
去
請
求
権
に
よ
る
救
済
も
、
理
論
的
に
は
可
能
で
も
、
事
実
上
あ
る
い
は
法
的

に
み
て
も
不
能
と
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
70
）
藤
谷
・
前
掲
三
五
頁
参
照
。

第
五
章

過
誤
納
金
返
還
の
方
式

さ
て
、
市
民
に
過
誤
納
金
を
返
還
す
る
と
し
て
、
そ
の
返
還
を
い
か
な
る
形
式
で
行
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
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一

条
例

ま
ず
、
条
例
を
制
定
す
る
の
が
最
適
で
あ
る
が
、
法
律
と
条
例
と
の
関
係
を
め
ぐ
り
難
し
い
問
題
に
直
面
し
よ
う
。
と
は
い
え
租
税
法
律

主
義
の
原
則
（
憲
法
八
四
条
）
に
よ
れ
ば
条
例
に
基
づ
い
て
還
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
考
え
得
る
。
し
か
し
、
過
誤
納
金
は
法
律
上

は
本
来
は
課
税
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
過
誤
納
金
自
身
、
そ
れ
は
租
税
法
律
主
義
の
枠
を
越
え
て
い
る
と
も

見
な
さ
れ
う
る
。
そ
れ
を
返
還
す
る
の
も
租
税
法
律
主
義
で
必
ず
条
例
に
よ
る
べ
し
と
す
る
の
は
、
や
や
お
か
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
も
過
誤
納
金
は
い
わ
ば
憲
法
八
四
条
の
埒
外
に
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
、
必
ず
し
も
条
例
に
よ
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
過
誤
納
を
不
当
利
得
返
還
と
み
る
と
き
、
そ
れ
を
租
税
法
律
主
義
で
条
例
に
基
づ
い
て
行
う
べ
き
と
す
る
の
も
い
か
が
な
も
の

か
。
原
理
的
に
は
民
法
に
よ
り
返
還
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
返
還
を
損
害
賠
償
と
し
て
行
う
と
き
も
、
国
家
賠
償
法
ま
た
は
民
法
に
よ

れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
か
な
ら
ず
し
も
条
例
に
基
づ
く
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

二

憲
法
の
根
拠

そ
こ
で
、
も
し
条
例
に
基
づ
く
返
還
を
し
な
い
こ
と
も
憲
法
違
反
で
は
な
い
と
考
え
る
と
き
、
法
的
根
拠
な
く
ま
っ
た
く
任
意
に
返
還
で

き
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
私
は
、
第
一
に
憲
法
に
直
接
に
対
応
し
て
返
還
で
き
る
と
考
え
た
い
。
こ
の
場
合
も
っ
と
も
関
係
す
る
の
は
憲
法
二
九
条
で
あ

ろ
う
が
、
同
法
二
九
条
三
項
に
関
す
る
判
例
と
し
て
、
傍
論
で
は
あ
る
が
、
た
と
え
法
律
に
損
失
補
償
の
規
定
が
な
く
と
も
国
民
は
憲
法
に

直
接
に
基
づ
い
て
損
失
補
償
を
要
求
で
き
る
と
す
る
最
高
裁
判
例
（
名
取
川
河
川
附
近
地
制
限
令
違
反
被
告
事
件
、
最
判
昭
四
三
・
一
一
・

二
七
刑
集
二
二
巻
一
二
号
一
四
〇
二
頁
）
71
（

）
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
過
誤
納
金
返
還
の
問
題
は
損
失
補
償
の
問
題
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
憲
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法
二
九
条
三
項
は
法
の
一
般
原
則
と
し
て
す
べ
て
の
不
利
益
調
整
の
根
拠
と
し
て
も
理
解
さ
れ
う
る
と
思
わ
れ
る
）
72
（

。

私
は
、
過
誤
納
金
返
還
に
対
し
て
、
憲
法
上
の
人
権
の
効
力
と
し
て
の
公
法
上
の
原
状
回
復
請
求
権
（
結
果
除
去
請
求
権
）
の
適
用
を
認

め
た
い
が
、
そ
れ
は
憲
法
二
九
条
三
項
の
趣
旨
に
基
づ
く
理
論
あ
る
い
は
憲
法
適
合
的
解
釈
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三

要
綱

そ
こ
で
、
理
論
的
に
は
憲
法
に
基
づ
い
て
直
接
に
返
還
を
要
求
で
き
る
と
理
解
し
た
い
の
で
あ
る
が
、
何
ら
の
指
針
な
し
に
地
方
団
体
が

返
還
す
る
の
も
問
題
が
出
て
こ
よ
う
。
そ
の
た
め
、
多
く
の
自
治
体
が
行
っ
て
い
る
よ
う
に
、
要
綱
に
基
づ
い
て
返
還
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
と
理
解
し
た
い
。
こ
の
よ
う
に
要
綱
に
基
づ
い
て
過
誤
納
金
の
返
還
を
行
う
こ
と
が
、
自
治
体
に
と
っ
て
柔
軟
か
つ
適
正
な
解
決
方
法
で

は
な
か
ろ
う
か
。
要
綱
は
規
制
行
政
ば
か
り
で
な
く
、
資
金
補
助
要
綱
の
よ
う
に
給
付
行
政
の
分
野
に
も
広
く
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

註（
71
）
判
例
時
報
五
三
八
号
一
二
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
二
二
九
号
二
五
六
頁
。

（
72
）
塩
野
宏
教
授
は
、
憲
法
二
九
条
三
項
を
、
特
別
犠
牲
に
対
す
る
公
平
負
担
の
見
地
に
立
っ
た
補
償
、
あ
る
い
は
公
平
負
担
、
特
別
犠
牲
の
財
産
の

場
面
の
適
用
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
塩
野
・
前
掲
書
三
五
〇
頁
、
三
五
一
頁
参
照
。

お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
、
私
は
自
治
体
の
租
税
過
誤
納
金
返
還
に
つ
い
て
、
五
年
の
消
滅
時
効
が
経
過
し
た
後
で
も
、
国
民
は
返
還
請
求
で
き
る
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と
考
え
た
い
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
従
来
は
、
二
つ
の
理
論
が
説
か
れ
て
き
た
。
一
つ
は
、
不
法
行
為
責
任
と
し
て
国
家
賠
償
請
求
で
き
る

と
す
る
説
、
他
の
一
つ
は
、
法
律
上
原
因
の
な
い
も
の
と
し
て
不
当
利
得
返
還
を
要
求
で
き
る
と
す
る
理
論
が
あ
る
。
し
か
し
私
は
そ
れ
と

並
ん
で
、
救
済
の
欠
缺
を
補
う
た
め
に
、
違
法
で
無
過
失
の
場
合
に
、
ド
イ
ツ
の
理
論
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
公
法
上
の
原
状
回
復
請
求
権

ま
た
は
結
果
除
去
請
求
権
に
よ
り
過
誤
納
金
の
返
還
を
請
求
で
き
る
と
す
る
理
論
を
提
唱
し
た
。
こ
の
原
状
回
復
請
求
権
ま
た
は
結
果
除
去

請
求
権
は
憲
法
上
の
人
権
の
効
力
と
し
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
。
わ
が
国
で
は
こ
れ
ま
で
誰
も
説
い
て
い
な
い
理
論
で
あ
る
。
私
の
根
本
的
な

思
い
違
い
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
多
く
の
批
判
を
望
み
た
い
。

【
な
お
本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
の
科
学
研
究
費
に
よ
る
研
究
補
助
の
一
成
果
で
あ
る
。
三
年
間
の
計
画
で
ド
イ
ツ
と
日
本
の
原
状
回
復
請
求
権
の
問
題

を
比
較
法
的
に
考
察
し
て
き
た
。】


